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別記様式（第３条関係）  

会 議 録（１） 

会議の名称 令和６年度 第２回桶川市都市計画審議会 

開催日時 令和６年１１月１９日（火） １３：３０から１６：１０まで 

開催場所 桶川市役所 ３階 会議室３０３・３０４ 

主宰者の氏名   

議長の氏名  

出席者氏名 

（委員） 

■１号委員：宮本委員、作山委員、砂川委員、馬場委員、 

堀口委員、山口委員    

■２号委員：岩﨑委員、岡野委員、北村委員、細谷委員、 

渡邉委員 

■３号委員：青木委員、木村委員、國分委員  （
各 号 委 員 ご と

に 五 十 音 順 ） 

欠席者氏名 

（委員） 
■１号委員：漆間委員            （

各 号 委 員 ご と

に 五 十 音 順 ） 

説明員氏名 下水道課  稲橋技監兼課長、飯島副課長、高橋係長、玉置技師 

事務局職員 

職名及び氏名 

都市整備部 瀧本部長    

都市計画課 朝香副部長兼課長、岩﨑副課長、清水係長、 

杉山主事、森原主事  

アジア航測株式会社 吉田、鈴木、中谷（コンサルタント） 

会 

 

議 

 

事 

 

項 

議 題  

■審議事項 

議案第１号   桶川都市計画下水道の変更について（市決定） 

議案第２号   桶川都市計画生産緑地地区の変更について（市決定） 

 

■意見聴取 

意見聴取第１号 第二次桶川市都市計画マスタープラン 

及び桶川市立地適正化計画の策定について 

決定事項等  

■審議事項  

 議案第１号   原案どおり可決 

 議案第２号   原案どおり可決 

 

■意見聴取 

 意見聴取第１号 （別紙参照） 

次のページへ 
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配布資料  

○ 次  第 

○ 議案第１号資料 

「桶川都市計画下水道の変更について（市決定）」 

・説明資料                  （資料１－１） 

・計画書                   （資料１－２） 

・理由書                   （資料１－３） 

・新旧対照表                 （資料１－４） 

・変更概要                  （資料１－５） 

・汚水総括図                 （資料１－６） 

・汚水計画図                 （資料１－７） 

・雨水総括図                 （資料１－８） 

・雨水計画図                 （資料１－９） 

○ 議案第２号資料 

「桶川都市計画生産緑地地区の変更について（市決定）」 

・計画書                   （資料２－１） 

・理由書                   （資料２－２） 

・変更概要書                 （資料２－３） 

○ 意見聴取第１号資料 

「第二次桶川市都市計画マスタープラン 

及び桶川市立地適正化計画の策定について」 

・説明資料                  （資料３－１） 

・第二次桶川市都市計画マスタープラン（素案） （資料３－２） 

・桶川市立地適正化計画（素案）        （資料３－３） 

・令和６年度第１回桶川市都市計画審議会における 

意見の内容とその市の考え方について（修正版）（参考資料） 

・意見書 
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会 議 録（２） 

議 事 の 経 過 

発言者 発 言 内 容 

１ 開会 

司 会 ただ今から令和６年度第２回桶川市都市計画審議会を開会しま

す。私、本日の司会を担当します、都市計画課の岩﨑と申します。

よろしくお願いします。 

なお、本日の会議終了時刻は１５時３０分頃を想定しています。 

２ 部長あいさつ 

司 会  続いて、次第２『部長あいさつ』です。都市整備部長の瀧本より

御挨拶申し上げます。 

部 長 皆様、こんにちは。 

桶川市都市整備部長の瀧本です。本日は、令和６年度の第２回都

市計画審議会の開催にあたり、委員の皆様におかれましては、大変

お忙しいところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

さて、今回の審議会については、御審議いただく案件が２件、意

見聴取が１件です。 

まず、御審議いただく案件としては、「下水道の都市計画の変更

に関する案件」及び「生産緑地地区の都市計画の変更に関する案

件」です。下水道の案件については、「都市計画法に基づく下水道

を整備する計画、区域の変更についての審議」をお願いします。生

産緑地地区の案件につきましては、「生産緑地法第１４条の規定に

基づく行為制限の解除によるものについての審議」をお願いしま

す。 

次に、意見聴取の案件としては、前回から引き続き「第二次桶川

市都市計画マスタープラン及び桶川市立地適正化計画の策定につい

て」です。 

委員の皆さまにおかれましては、引き続き慎重な御審議をお願い

申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

３ 審議事項 

司 会 続いて、次第３『審議』です。 

桶川市都市計画審議会条例第６条第１項の規定では、「委員の２

分の１以上の出席がなければ会議を開くことができない。」とされ

ています。本日は、全委員１５名のうち、１４名の委員に御出席い

ただいていますので、本会議が成立していることを報告します。 

それでは、議事に入る前に、資料の確認をします。 

「 次 第 」 、 議 案 第 １ 号 の 資 料 と し て 、 「 資 料 １ － １  説 明 資

料」、「資料１－２ 計画書」、「資料１－３ 理由書」、「資料

１－４ 新旧対照表」、「資料１－５ 変更概要」、「資料１－６ 

汚水総括図」、「資料１－７ 汚水計画図」、「資料１－８ 雨水

総括図」、「資料１－９ 雨水計画図」です。 

次に、議案第２号の資料として、「資料２－１ 計画書」、「資

料２－２ 理由書」、「資料２－３ 変更概要書」です。 

次 に 、 意 見 聴 取 第 １ 号 の 資 料 と し て 、 「 資 料 ３ － １  説 明 資

料」、「資料３－２ 第二次桶川市都市計画マスタープラン（素

案）」、「資料３－３ 桶川市立地適正化計画（素案）」です。ま

た、意見聴取第１号の参考資料として「令和６年度第１回都市計画
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審議会における意見の内容と市の考え方について（修正版）」と

「意見書」です。 

会 長 皆様、こんにちは。 

本日は、令和６年度第２回目の都市計画審議会です。委員の皆様

におかれましては、お忙しい中、御出席いただきましてありがとう

ございます。議事がスムーズに進行できますよう、皆様の御協力を

お願いします。 

次に傍聴人について、事務局より報告をお願いします。 

司 会 本日、傍聴希望者が３名います。 

なお、本日の審議内容には、桶川市情報公開条例の非公開事項に

該当する情報はございません。 

会 長 ただいま、事務局から傍聴希望者がいるとの報告を受けました

が、傍聴を許可することでよろしいでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

それでは傍聴を許可しますので、事務局は傍聴人の誘導をお願い

します。 

 

〈傍聴人の入室〉 

 

傍聴人の方に申し上げます。事務局から、傍聴する場合の注意等

について説明を受けておられるとは思いますが、傍聴要領に記載さ

れている事項を遵守くださるようお願いします。遵守いただけない

場合は、退室していただくことになりますので、御協力お願いしま

す。 

それでは、議事に入ります。 

はじめに、議案第１号『桶川都市計画下水道の変更について』事

務局に議案の説明を求めます。 

事務局 桶川市都市整備部技監兼下水道課長の稲橋と申します。本日はよ

ろしくお願いします。 

まず、議案第１号『桶川都市計画下水道の変更について』の資料

を御覧ください。 

初めに、下水道事業に関係する計画について説明します。下水道

事業に関する計画は、国や県が策定する計画と、市が策定する計画

があり、国が策定する「東京湾流域別下水道整備総合計画基本方

針」、また、県が策定する「荒川流域別下水道整備総合計画」、そ

して市が策定する「都市計画法に基づく下水道の計画（桶川都市計

画下水道）」、それと「下水道法に基づく事業計画」、また、「都

市計画法に基づく事業認可」があります。今回審議いただく議案第

１号は、赤字で示した「桶川都市計画下水道」の変更です。国が策

定する「基本方針」が令和４年度、また、埼玉県が策定する「総合

計画」が令和５年度にそれぞれ見直しと改定が行われました。これ

らの計画は上位計画として位置づけられ、市が策定する計画は上位

計画と整合を図らなければなりません。 

３ページの市が策定している計画についてです。「都市計画法に

基づく下水道の計画（桶川都市計画下水道）」は、長期的な整備計
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画と区域を定めたものです。下水道とは、都市計画法において「都

市施設」として位置づけられています。そして、市街化区域につい

ては「都市施設」として下水道を定めることとされており、下水道

を整備する区域等について定めた計画です。 

次に、下水道法に基づく事業計画は、概ね５年から７年程度で行

う管路施設の配置や区域などを定めた計画です。 

 最後に、都市計画法に基づく事業認可は、都市計画事業として下

水道を整備するために受ける許可をいい、５年から７年程度で確実

に行うことができる区域を設定します。これらの市で策定する計画

は、先程説明した国や県の上位計画との整合を図り、策定をします

。そのため、上位計画の見直しや改定が行われた際は、整合が図ら

れているか確認し、必要に応じ見直しを行います。 

 先に述べましたが、令和４年度、５年度と国・県の計画の改定が

行われたため、本日審議いただく「桶川都市計画下水道」と他２つ

の見直しを今年度行っています。 

 こちらは、都市計画下水道の経緯です。「桶川都市計画下水道」

の変更を行うにあたり、これまでの経緯や変遷について、大きな変

更があったものを抜粋して説明します。昭和４３年に、都市計画面

積２８５ヘクタールの桶川市単独の「合流式下水道」として当初決

定を受け、桶川都市計画下水道の計画が始まりました。ただ、工事

等は一切していませんでした。昭和４７年には、埼玉県の荒川左岸

北部流域下水道計画に加わり、分流式下水道として、面積も汚水８

００ヘクタール、雨水６８４ヘクタールへと変更を行いました。そ

の後、昭和５１年に雨水の都市計画面積も８００ヘクタールと変更

しました。昭和６２年に東部工業団地整備に合わせ、面積も汚水８

５８ヘクタール、雨水８５７ヘクタールへと変更し、平成２９年に

は、加納原の土地区画整理事業に合わせ、汚水の面積を８６８ヘク

タールへと変更を行っています。 

こちらは、変更の事務手続きのスケジュールです。令和６年７月

１８日に桶川市公共下水道事業審議会にて、桶川都市計画下水道の

変更についての説明を行い、その後説明資料と議事録の公表、変更

原案の縦覧、公聴会の開催通知を行いました。公述申出書の提出が

なかったことから、公聴会は中止とし、変更原案を変更案として関

係機関と協議をし、変更案を確定させ、県知事協議を実施しました

。県からの回答を受け、都市計画法第１７条に基づく縦覧を実施し

、本日の都市計画審議会で答申をいただけましたら、決定告示と縦

覧を今後行う予定です。 

こちらが汚水の変更の概要です。まずは全体的な話をします。 

 汚水の計画区域を左図の現行８６８ヘクタールから、右図のとお

り見直しを行い８３０ヘクタールに変更するものです。右図の黄色

で着色したものが削除区域になり、また赤色で着色したものが追加

区域です。右図の黄色で着色した約３９ヘクタール削除面積の大き

な地区は、市街化調整区域の上日出谷北部地区です。 

 こちらは雨水の変更の概要です。雨水の計画区域を左図の現行８

５７ヘクタールから、右図のとおり見直しを行い８１８ヘクタール

に変更するものです。汚水と同じく、黄色で着色した上日出谷北部

地区を削除区域としています。今回の見直しにおいて削除面積が大

きい、上日出谷北部地区についてですが、区域区分の変遷の経緯を
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さかのぼったところ、昭和４５年に当初線引きにより、市街化区域

として指定されましたが、昭和６１年に暫定逆線引きにより市街化

調整区域へと変更されました。暫定逆線引きとは、当面基盤整備の

見込みがない地区を、用途地域の指定を残したまま一時的に市街化

調整区域へと編入させ、その後の事業実施が確実になった時点で再

度市街化区域へ再編入する方式です。 

 しかし、平成１５年にこの暫定逆線引き制度が廃止となったこと

を受け、当時、この地区の適切な土地利用を図るべく、住民及び地

権者説明会の開催、意向調査等の実施により、総合的に判断した結

果、計画的な基盤整備の見込みがないことが明確になりました。そ

のため、用途地域を存置する必要もなくなり、暫定としていた調整

区域は恒久的に調整区域となりました。平成２０年時点で正式に市

街化調整区域となり、基盤整備の見込みが今後はないこと、また、

下水道の上位計画との整合性を図ること、以上の２点により、現行

の都市計画決定区域から、上日出谷北部地区約３９ヘクタールと、

現時点で汚水利用の見込みの無い坂田地区の約１ヘクタールを計画

決定区域から除き、また、過去に区域外流入として下水道整備をし

た区域約２．１ヘクタールを加えた約８３０ヘクタールへ変更を行

いたいと考えています。 

 雨水も同様に、上日出谷北部地区約３９ヘクタールと、生産緑地

として指定されている坂田地区の約１ヘクタールを除いた区域、約

８１８ヘクタールへ変更を行いたいと考えています。 

 続いて、今回公告及び縦覧した変更計画案の図書について説明し

ます。「資料１－２」の２ページを御覧ください。「桶川都市計画

下水道（２）排水区域」を次のように変更するものです。汚水の面

積約８３０ヘクタールと雨水面積約８１８ヘクタールとするもので

す。 

次に、「資料１－３」の１、２ページを御覧ください。左側が理

由書です。Ⅱ変更の理由、汚水排水区について、本市の現状や将来

の見通しを踏まえ、効率的な下水道事業の運営を実施するため、上

日出谷北部地区３９ヘクタールと坂田地区１ヘクタールの削除、区

域外流入となっている地区２．１ヘクタールの追加をするものです

。また、雨水排水区域についても同様に、本市の現状や将来の見通

しを踏まえ、効率的な下水道事業の運営を実施するため、上日出谷

北部地区３９ヘクタールと坂田地区１ヘクタールの削除を行うもの

です。 

 次に、「資料１－４」を御覧ください。こちらは新旧対照表です

。変更箇所は、赤字で記載しています。 

 次に、「資料１－５」を御覧ください。こちらは変更手続きの経

緯概要です。赤色で囲った部分が本日の都市計画審議会になります

。 

次に、「資料１－６」を御覧ください。こちらは汚水の総括図で

す。ほぼ市街化区域の全域が下水道エリアとなっています。 

次に、これの部分的な丸がついたものを拡大したのが、次以降の

ページになります。 

「資料１－７」の１ページを御覧ください。こちらは汚水の変更

場所の詳細図です。追加する区域は赤色、削除する区域は黄色で着

色しています。左下の赤色は、東部工業団地に隣接します、ＤＩＣ
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デコール、日東食品、協同バスの敷地となります。上の赤色は、既

存宅と大谷記念病院になります。右上の赤色は、加納公民館、わん

ぱく村、既存宅です。そして黄色は、特定生産緑地の畑となります

。 

次に、「資料１－７」の２ページを御覧ください。こちらも汚水

の変更場所の詳細図です。下日出谷地区の既存宅になります。 

 次に、「資料１－７」の３ページを御覧ください。こちらも汚水

の変更場所の詳細図です。市街化調整区域の上日出谷北部地区エリ

アになります。 

 次に、「資料１－８」を御覧ください。先ほどまでは汚水の説明

でしたが、こちらは雨水の総括図になります。また、全体小さく写

っていますので、丸の部分を拡大したものを次ページ以降説明しま

す。 

「資料１－９」の１ページを御覧ください。こちらは雨水の変更

場所の詳細図です。削除する区域は黄色で着色しています。黄色は

、汚水と同一場所で特定生産緑地の畑になります。 

「資料１－９」の２ページを御覧ください。こちらも雨水の変更

場所の詳細図です。黄色の区域は、汚水と同一場所になる市街化調

整区域の上日出谷北部地区のエリアになります。 

以上で、桶川都市計画下水道の変更に関する説明を終了します。 

会 長 議案第１号の説明が終わりました。ただいまの説明に関して、御

意見・御質問などがある方は挙手をお願いします。 

委 員 ２点ありまして、国・県の計画の内容と、汚水と雨水の面積の若

干の違いの理由をお願いします。 

事務局 まず、国・県の計画の内容を説明します。 

「東京湾流域別下水道整備総合計画」ですが、これは、埼玉県・

千葉県・東京都・神奈川県の一都三県で負荷量の割り当てがあり、

埼玉県はＣＯＤ科学的酸素要求量目標負荷量が１日当たり８４t、

Ｔ－Ｎ全窒素目標負荷量は１日あたり３９t、Ｔ－Ｐリン目標負荷

量が１日あたり２．５tと割り当てられています。東京湾で赤潮な

どが発生しないように、赤潮の栄養素となるもの、酸素量とか窒

素、リンの排出量を都道府県ごとに決められた値に目標をもってい

くと、全県でやっていく形になっています。 

続いて、埼玉県の「荒川流域別下水道整備総合計画」について

は、県内の１日あたりの計画汚水量を流域ごとに決め、また、市町

村ごとに目標として決めているということになります。桶川が１日

当たり２４，０１０㎥の計画汚水量を排出できるような割り当てに

なっています。 

次に、雨水と汚水の違い、面積の違いですが、加納原地区の工業

地帯と加納中、その違いとなります。 

委 員  １番の国・県の計画の内容というのは、要は、割り当てるから少

なくしてね、ということでしょうか。 

事務局 国の場合には東京湾の負荷量を減らすために、県や都ごとの割り

当てがあります。県は人口減少を見据えた今後の桶川市の設定値は

これくらいでしょうってことで割り当てが来ています。以上です。 

会 長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 
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委 員 今回の削減したところの現状としてどういう状況になっているか

を説明ください。 

事務局 「説明資料」で１４ページ、「資料１―７」１ページです。この

左下の３つ、これが上からＤＩＣデコール、日東食品、協同バスの

並びになっており、ほぼ工業団地と一体化になっています。 

委 員 要するに、下水の状況とかそれも含めて説明ください。 

事務局 下水は繋がっており、現在使っています。この３つの会社は、市

街化区域ではなくて市街化調整区域に立地しています。それぞれ特

殊な事情で市街化調整区域にも建物が建てられており、目の前に下

水道管があるので、それを使っています。 

続きまして、資料右上の小さな赤い四角形は、既存宅です。すで

に下水道を使っています。 

資料左上が大谷記念病院になります。すでに下水道を使っていま

す。 

資料の右の中央にある黄色の部分は、特定生産緑地の畑になって

おり、今後１０年間畑をやるという約束になっていますので、下水

道区域から省くという形になります。 

こちらは、「資料１―７」２ページになります。既存宅です。こ

ちらも下水道に接続しています。 

「資料１―７」３ページを御覧ください。上日出谷北部地区は、

市街化調整区域ですが、今まで計画から削除できなかったことか

ら、計画上は載っていたのですが、今回県の方から抜本的な見直し

の指示があり、上日出谷北部区域に関しては、公共下水道エリアか

ら除くという形です。現状としては、合併浄化槽で排水を行う地域

です。以上となります。 

委 員 ありがとうございます。普通、都市計画市街化区域イコール下水

道の区域というのが一番分かりやすいですよね。でも、すでに既存

宅地があったり病院があったり、工業団地の一部だったり、くっつ

いているということで、繋いであげるというのは、それは別に問題

ではないですよね、というようなことで。一方、生産緑地を外して

いるのはすごいなと思って。１０年間宅地にしませんということ

で、外しているということなのだけど、１０年後はおそらく宅地化

する可能性もあるので、だからそこの部分を外しますよと、どっち

みち当面やれないし、それを前提に組むと全体の計画に影響するか

らということ。まじめに取り組んでいるのだな、それは僕の印象で

す。 

会 長 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、議案第１号『桶川都市計画下水道の変更について』お

諮りします。本案について、御承認いただけますでしょうか。 

 

<異議なし> 

 

異議なしということで、議案第１号『桶川都市計画下水道の変更

について』は原案のとおり賛成とし、桶川市長に答申することとし

ます。 
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会 長 続いて、議案第２号『桶川都市計画生産緑地地区の変更につい

て』事務局に議案の説明を求めます。 

事務局 それでは、議案第２号『桶川都市計画生産緑地地区の変更につい

て』資料を御覧ください。 

「資料２－１」は法規図書の計画書です。地区の全部廃止、地区

の一部廃止の名称と面積、そしてその理由を記載しています。 

次に、「資料２－２」の理由書です。本案は、主たる農業従事者の

死亡又は特定生産緑地に移行せず、平成４年の指定の告示から３０

年経過により、所有者から生産緑地法第１０条の規定による「生産

緑地買取申出書」が提出されました。その後、買取希望の有無につ

いて照会を行いましたが、買取希望がなかったことから、申出から

３か月後に、生産緑地法第１４条の規定に基づく行為制限の解除を

行ったため、生産緑地地区の変更を行うものでございます。本案の

とおり変更を行うと、市内の生産緑地の地区数は、９３地区から９

２地区に、面積は、約１８．０６ヘクタールから約１７．９３ヘク

タールとなります。 

次に、「資料２－３」を御覧ください。１ページの１地区目は第

５１号生産緑地地区です。下日出谷東一丁目地内に位置し、地区の

全部約０ .０８ヘクタールを廃止するものです。廃止の経緯です

が、令和６年４月２６日付けで買取り申出がなされ、庁内に買取り

希望の照会を行ったところ、買取り希望が無かったため、申出者に

対して買取りを行わない旨を通知しています。その後、さいたま農

業協同組合及び農業委員会に対して、農業従事者への斡旋を依頼し

ましたが、こちらも買取り希望が無かったことから、生産緑地法第

１４条の規定に基づき、令和６年７月２６日付けで行為の制限が解

除されたものです。また、案内図と位置図、行為制限の解除日に撮

影した現地写真を掲載しています。 

次に、２ページの２地区目は第１４５号生産緑地地区です。坂田

西二丁目地内に位置し、地区の面積は約０.２９ヘクタールで、こ

のうち、約０.０５ヘクタールを廃止するものです。廃止の経緯で

すが、令和６年２月２８日付けで買取り申出があり、１地区目と同

様の手続を行い、令和６年５月２８日付けで行為の制限が解除され

たものです。 

最後に、表紙の「経緯の概要」ですが、ここまで説明しました本

議案については、９月に県知事協議を行い、その後、１０月１日か

ら２週間、案の縦覧に供しましたところ、意見書の提出はありませ

んでした。 

以上で議案第２号の説明を終わります。御審議のほど、よろしく

お願いします。 

会 長 議案第２号の説明が終わりました。ただいまの説明に関して、御

意見・御質問などがある方は挙手をお願いします。 

 

〈意見なし〉  

 

それでは、議案第２号『桶川都市計画生産緑地地区の変更につい

て』お諮りします。本案について、御承認いただけますでしょう

か。 

 

<異議なし> 
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異議なしということで、議案第２号『桶川都市計画生産緑地地区

の変更について』は原案のとおり賛成の旨、桶川市長に答申するこ

ととします。 

４ 意見聴取 

会 長 続いて、次第４『意見聴取』です。意見聴取第１号『第二次桶川

市都市計画マスタープラン及び桶川市立地適正化計画の策定につい

て』のうち、都市計画マスタープランについて事務局に説明を求め

ます。 

事務局 それでは、意見聴取第１号『第二次桶川市都市計画マスタープラ

ン及び桶川市立地適正化計画の策定について』のうち、都市計画マ

スタープランについて説明します。 

本日は、１これまでの振り返り、２都市計画審議会等における主

な意見とその対応について説明します。 

それでは、１ページを御覧ください。都市計画審議会、関係部長

から構成される策定委員会、関係課長から構成される庁内検討委員

会のスケジュール案を示しています。都市計画審議会は、昨年度に

２回開催し、今年度に３回の計５回を予定しています。第３回、第

４回審議会の前には、２回分の策定委員会及び庁内検討委員会が開

催されたことから、中間報告を行いました。また、第４回審議会前

の７月と１０月には、立地適正化計画の作成支援の一環として国土

交通省によるヒアリングが行われ、意見をいただきました。今後の

流れとしては、本日の会議の意見を反映したものを市長決裁し、計

画の原案を確定します。そして、その原案について住民説明会及び

パブリック・コメントを行い、そこでいただいた意見に対する対応

について５回目で確認及び報告をします。その内容を反映した案に

ついて諮問し、答申をいただきたいと考えています。その上で、最

終案を確定し、令和７年度から新しい計画に基づき、各目標の達成

に向けて、進めて参りたいと考えています。 

２ページを御覧ください。こちらは、会議で検討いただく内容を

表にしたものです。昨年度実施した１回目、２回目の会議では、計

画の概要の説明と現状分析の中間報告、今年度４月の中間報告では

課題の整理や誘導区域の考え方の提示、７月３回目の会議では、基

本方針の確認や都市機能誘導区域及び居住誘導区域の位置・規模の

確認などを行いました。次に、１０月２回目の中間報告では、これ

までの内容に地域別方針や防災指針などの内容を含め、素案として

冊子にしたもので確認いただきました。そして、本日は、４回目の

計画の素案の内容確認を行います。こちらは、都市計画審議会や庁

内照会、庁内検討委員会、策定委員会、国土交通省ヒアリングにて

いただいた意見を反映した素案を確認いただくものです。 

なお、隣接する部分の計画との整合を図る観点から、鴻巣市、上

尾市、久喜市、北本市、蓮田市、伊奈町、川島町に近隣市町協議を

行い、その結果、意見はありませんでした。 

続いて、「２ 都市計画審議会等における主な意見とその対応に

ついて」の（１）都市計画マスタープランを説明します。 

なお、参考資料として配布している前回会議での意見と市の考え

方の修正版などこれまでの会議でいただいた御意見を反映して計画

書を作成しています。 
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３ページを御覧ください。表の上の凡例として、意見先を記載し

ています。「都計審①」は、７月に開催した都市計画審議会にてい

ただいた意見、「都計審②」は、１０月に行った中間報告にていた

だいた意見、「庁内」は、９月に行った庁内関係課からの意見照会

と、１０月に開催した庁内検討委員会、１１月に開催した策定委員

会にていただいた意見です。「国交省」は、国土交通省ヒアリング

にていただいた意見です。「資料３－１」は、これらの主な意見と

その対応についてまとめたものです。併せて、「資料３－２」を御

覧ください。赤枠で囲った部分は意見を踏まえた主な修正項目で

す。また、黄色の着色した部分については、字句等の整理等を行っ

た部分です。 

それでは、「資料３－１」の No.１を御覧ください。また、対応

する計画書のページは、４９ページです。こちらは都市計画審議会

における意見で、「具体的な人口減少の抑止対策はどの様な型で考

えているのですか。」という意見でした。 

これに対し、都市計画マスタープランは、土地利用の施策や方針

図への位置付けを示すなど、都市計画の基本的な方針・方向性を示

す計画となるため、人口の維持や確保の観点を踏まえ、関連計画と

整合を図りながら、分野別方針の土地利用等に反映しています。

「日常生活のサービスや公共交通、地域コミュニティが持続的に確

保されるよう、立地適正化計画において居住を誘導すべき区域とし

て居住誘導区域を設定することで、縮小社会においても適正な人口

密度の確保を目指します。」、また、「市街地人口の確保にあたっ

ては、住環境や生活サービス機能の維持・改善による定住人口の確

保に加え、低未利用地や空き家等の適正な管理と利活用による移住

人口の確保を図ります。」と記載をしています。 

続いて、No.２を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、５ページから２９ページです。こちらは国交省ヒアリングにお

ける意見で、「都市計画マスタープランと立地適正化計画の現況が

共通資料となっているが、計画によって使用しない項目もあるた

め、整理した方がよいのではないか。」という意見でした。 

これに対し、現況編を整理しました。２５ページのハザードエリ

アと指定避難所の状況については、都市計画マスタープランに必要

な項目以外のカバー率に係る図を削除し、２６ページの都市機能に

ついては、生活サービスに必要な主な施設の市街化区域内の人口カ

バー率の表を追加しました。 

続いて、No.３を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、３２、３３ページです。こちらは都市計画審議会における意見

で、「都市づくりの課題に脱炭素社会や多様性に関する記載を追加

してもらいたい。」という意見でした。 

これに対し、都市づくりの課題２０項目の一部の記載を改めまし

た。上から９つ目の「将来都市構造に応じた適正な土地利用の誘

導」の中に位置する項目に、「都市の脱炭素化に向けた都市機能の

集約化」を追加し、下から３つ目の課題を「多様性を認めつつ支え

合う地域コミュニティの維持と協働によるまちづくりの推進」と改

めました。 

続いて、 No. ４を御覧ください。また、対応する計画書のペー

は、３３、３５ページです。こちらは都市計画審議会における意見

で、「計画づくりの視点の自然・生産環境との共生と活用の生産環

境とは何のことか。」という意見でした。 
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これに対し、生産環境と記載していたものを農業生産環境と改め

ました。  

続いて、No.５を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、３４ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「 都 市 づ く り の 目 標 に 多 様 性 に 関 す る 記 載 を 追 加 し て も ら い た

い。」という意見でした。 

これに対し、都市づくりの目標１の説明を、「地域に応じた環境

の中で、暮らしを支える生活インフラや事故・災害に対する備えが

整い、子どもや高齢者、障害者など様々な人が多様性を認めつつ支

え合いながら、時代の変化に応じた暮らしとともに、ユニバーサル

デザインに配慮した都市空間が形成されることを目指します。」と

改めました。 

続いて、No.６を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、３５ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「視点５自然や歴史文化の文章をわかりやすくしてほしい。」とい

う意見でした。 

これに対し、「市の魅力である田園や樹林地、河川等の自然資源

と、中山道宿場町等の歴史・文化資源を、次世代へ継承しながら市

内外へ発信することにより、移住定住人口を増加させる必要があり

ます。」と改めました。 

続いて、６ページを御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、３８ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「テーマが抽象的でわかりにくい。」という意見でした。 

これに対し、市の特色を整理し、「暮らし続けたい・暮らしてみ

たいまち おけがわ ～愛着と誇りをもてるまちづくりに向けて

～」と改めました。こちらは、本市が、これまで築いてきた市街地

や東西に広がる田園風景、自然環境、中山道などの歴史文化などの

地域の特色を活かし、まちに住む人やそれぞれの産業に従事する誰

もが快適に安心して学びを深めながら暮らすことができ、にぎわい

と活気のあるまちづくりを進めることで、まずは今、住まれている

方々が「暮らし続けたい」と思えるように、また、今住まれていな

い方も「暮らしてみたい」と思えるようにまちづくりを進めていき

たいということを意図しています。 

続いて、No.８を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、３９ページから４１ページです。こちらは庁内照会における意

見で、「ゾーン、エリア、拠点、軸が位置づけられているが、総合

計画と同様の位置づけか確認いただきたい。」という意見でした。 

これに対し、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画におけ

る、ゾーン、エリア、拠点、軸は、総合計画と同様の位置づけとし

ているため、本計画において、新たに位置づけると読み取れてしま

う部分を改めました。 

続いて、No.９を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、４３ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「目指すべき都市構造図等について、河川の線を太くした方がよ

い。また、芝川は都市下水路として表記したほうがよい。」という

意見でした。 

これに対し、目指すべき方針図や分野別方針図等の河川の線を太

くし、芝川を芝川都市下水路に修正しました。 

続いて、No.１０を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、４９ページと７１ページです。こちらは庁内照会における意
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見で、「土地利用や都市防災に記載のあった既存施設の機能の維持

や充実に係る内容について、バリアフリーに関する記載を追加して

もらいたい。」という意見でした。 

これに対し、土地利用は、「学校などの既存の公共施設について

は、施設の維持充実やバリアフリー化など、実態に即したユニバー

サルデザインによる公共空間の形成を図ります。」という記載を追

加し、都市防災は、「災害時の災害対策本部となる市庁舎や指定避

難所等となる小・中学校等の公共公益施設については、防災活動の

拠点として機能の強化やバリアフリー対策等に努めます。」と改め

ました。 

続いて、No.１１を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、４９ページです。こちらは庁内検討委員会における意見で、

「桶川市公共施設配置基本計画に基づき、公共施設の整備や更新を

おこなう場合は、複合化に関する記載を追加した方がよいのではな

いか。」という意見でした。 

これに対し、分野別方針の土地利用に「公共施設の整備や更新を

行う場合は、民間活力の導入や複合化を検討します。」という記載

を追加しました。 

続いて、No.１２を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、５２ページです。こちらは庁内照会における意見で、道の駅

に係る記載についてです。地域別方針の西部田園地域にのみ記載し

ていたことに対し、「道の駅は桶川市全域の地域振興を目的として

いるため、地域別方針の西部田園地域に限定しなくてよいのではな

いか。」という意見でした。 

これに対し、全体に係る分野別方針の土地利用に「道の駅を活か

し、地場産品の販売を通じた生産促進による営農環境の保全ととも

に、地域を訪れたくなる環境づくりにより地域振興や交流の促進を

図ります。」を追加しました。 

続いて、No.１３を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、５５ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「駅周辺の都市拠点について具体的なまちづくりのビジョンを示し

てほしい。」という意見でした。 

これに対し、分野別方針の市街地・住環境整備について、駅東西

それぞれの機能を整理して記載を改めました。「駅西口は駅周辺の

利用者や交通状況など、時代の変化に応じた都市基盤の再構築を検

討するとともに、駅西口公園や市民ホール、中央図書館など、これ

まで集積してきた文化芸術や生涯学習、交流機能の維持を図りま

す。」また、「駅東口周辺整備検討地区は、子育てや歴史文化、交

流機能を充実させ、駅西口とバランスのとれた機能の配置を検討し

ます。」としました。 

続いて、No.１４を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、６０ページです。こちらは庁内照会における意見で、「都市

計画道路の見直しに関する記載をいれた方がよいのではないか。」

という意見でした。 

これに対し、分野別方針の道路・交通に「都市計画道路は整備状

況や利用状況などを考慮し、関係機関と連携して、必要に応じた適

切な見直しを図ります。」を追加しています。 

続いて、No.１５を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、６５ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、
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「環境負荷に配慮した公共公益施設の整備とあるが、住宅等の民間

建築物も含めるべきではないか。」という意見でした。 

これに対し、分野別方針の水・緑・環境に「建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律に基づき、住宅等の省エネ性能の向上

を促進します。」を追加しています。 

続いて、No.１６を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、６７ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「中山道宿場町などの歴史的景観資源については、本市ならではの

誇りや愛着を育む市民共有の財産として、適正な管理・保全を図

り、次世代への継承に努めますについて、愛着を育むではなく、愛

着をもてるという表現のほうがよいのではないか。また、管理と保

全の順番が逆ではないか。」という意見でした。 

これに対し、「中山道宿場町などの歴史的景観資源については、

本市ならではの誇りや愛着をもてる市民共有の財産として適正な保

全・管理を図り、次世代への継承に努めます。」と改めました。 

続いて、No.１７を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、７１ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「災害時に高齢者や障害者など特別な配慮や援助を必要とする要配

慮者は、生活が困難な状況に置かれやすい。しかし、桶川市には福

祉避難所が少ないため、福祉避難所の充実を図るべきである。」と

いう意見でした。 

これに対し、分野別方針の都市防災に「避難所の設置にあたって

は適正な配置に努めるとともに、民間の福祉施設との災害時等にお

ける要配慮者の緊急受入れに関する協定を推進し、要配慮者の円滑

な利用の確保等に努めます。」を追加しています。 

続いて、No.１８を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、７７ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「西部田園地域のテーマをイメージしやすいように記載してほし

い。」という意見でした。 

これに対し、テーマを見直し、解説を追加しています。テーマ

は、「自然や歴史が暮らしと調和した潤いのあるまちづくり」と見

直し、解説は、「荒川や江川などの自然や田園風景を保全するとと

もに、地域に残る文化財や拠点施設となる歴史民俗資料館を通して

歴史を継承することで、自然や歴史などの地域資源が暮らしと調和

した潤いのあるまちづくりに取り組みます。」を追加しています。 

続いて、No.１９を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、８７ページです。こちらは、No.１８と同様に「テーマをイ

メージしやすいように記載してほしい。」という意見でした。 

これに対し、テーマは、「安心で快適に過ごせるコミュニティ豊

かなまちづくり」と見直し、解説は、「区画整理事業を中心に整備

してきた安心で利便性の高い住環境を保全し、未整備となっている

都市計画道路や生活道路などの都市基盤整備を進めていくことで、

安心で快適なまちづくりに取り組みます。また、分庁舎跡地の整備

による交流の活性化や、駅西口周辺の時代の変化に応じた再構築を

進めることで、コミュニティ豊かなまちづくりに取り組みます。」

を追加しています。 

続いて、No.２０を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、９７ページです。こちらは、No.１８と同様に「テーマをイ

メージしやすいように記載してほしい。」という意見でした。 
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これに対し、テーマは、「歴史文化と新たなにぎわいによる活気

あふれるまちづくり」とし、解説は、「中山道の歴史文化を活かし

たまちづくりや、駅東口周辺の道路整備や南小学校跡地等の利活用

をすすめることで、駅周辺に新たなにぎわいを創出します。また、

地域生活拠点の機能や時代の変化に応じた子育て支援機能の充実を

図ることで、活気あふれるまちづくりに取り組みます。」を追加し

ています。 

続いて、No.２１を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、９９ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

１つ目は、「南小跡地等について具体的なビジョンを示してほし

い。」２つ目は、「マスタープラン素案の P３７、現計画 P３１市民

アンケートの中の拠点に欠かせない施設で、総合病院の要望が多く

ありますが、市のスタンスが見えていない。中心市街地のまちづく

りには必要な施策では。」という意見でした。 

これに対し、本計画にて行ったアンケート調査や、南小跡地利活

用調査として行った市民意識調査や民間企業ヒアリングの結果をも

とに、可能性のある商業機能等を記載しています。「南小学校跡地

及び周辺市有地については、多様化、高度化する市民ニーズに適切

に対応するために民間活力の導入を検討し、公共機能と相乗効果の

期待できる、商業・宿泊・医療等の施設整備を検討します。また、

駅周辺の滞在者などが、まちなかに緑を感じる憩いの場などの確保

をすることで、緑あふれる、にぎわいと活気のある都市空間の形成

を図ります。」としています。 

続いて、No.２２を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、１０７ページです。こちらは No.１８と同様に「テーマをイ

メージしやすいように記載してほしい。」という意見でした。 

これに対し、テーマは「自然と産業が調和した環境共生まちづく

り」と見直し、解説は、「綾瀬川や元荒川などの河川や、地域に残

る田園風景などの自然の保全を図るとともに、交通利便性を活かし

た東部工業団地や加納原地区の工業系市街地における産業が自然と

共生するまちづくりに取り組みます。」を追加しています。 

続いて、No.２３を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、１０９ページです。こちらは庁内照会における意見で、「都

市計画道路の見直しを行っている、第二産業道路、倉田五丁台線に

関する記載を追加したほうがよいのではないか。」という意見でし

た。 

これに対し、東部田園地域の道路・交通に「第二産業道路は構造

形式の変更など関係機関と協議を進めながら見直しを図ります。」

を追加しています。 

以上が、都市計画マスタープランについての説明です。 

なお、この後質疑応答の時間に入りますが、この場での質問が難

しい場合もあるかと思います。そのため、審議会終了後にも書面で

の質問を受け付ける期間を設けたいと考えています。 

会 長 ただいまの説明に関して、御意見・御質問などがある方は挙手を

お願いします。 

委 員 ２１ページの医療費や介護費のグラフについて、ここに市が関わ

るのは国民健康保険と後期高齢者だけです。市民全体では恐らく２

割か３割にしかあたりませんが、どのような意図で記載しています

か。 
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事務局 確認しますので回答は保留とさせてください。 

委 員 

 

２５ページのハザードエリアの状況として、洪水ハザードマップ

のみ掲載していますが、液状化などの情報は載せないのでしょう

か。 

事務局 都市計画マスタープランには記載がない状況ですが、立地適正化

計画で記載しています。 

委 員 

 

両方併記した方がよろしいのではないでしょうか。例えば、五丁

台地区などは過去の歴史の中でも液状化が多く見受けられた歴史が

あるため、記載したほうが良いかと思います。 

事務局 対応させていただきます。 

委 員 まちなかウォーカブル推進事業やエコロジカルネットワークの形

成など、聞きなれない言葉に対して、注釈や説明文は最後に追加す

るのですか。 

事務局 用語の解説については、各ページに入れるなど掲載する予定で

す。 

会 長 用語解説について検討をお願いします。 

委 員 前回の意見に真摯に対応していただき感謝しています。特に、都

市計画マスタープランの修正版で「暮らしのイメージ」を記入して

いただいたことは非常に良かったです。４４ページからの将来の暮

らし方のイメージ、特に田園ゾーンや都市拠点の暮らし方に関する

具体的な記述が加わったことで、より明確なビジョンが示されまし

た。これにより、地域の特色や住民の期待に応えるプランが具現化

されていると感じています。引き続き、具体的な施策やアイデアを

盛り込んでいくことが重要だと思います。 

いわゆる基本方針についてはおおむね修正できていると思います

が、一方で戦略と戦術が１１４ページ、実現化方策の部分で一般論

しか記載されていません。先ほどのイメージをどうやって実現化す

るのかということに対して、例えば生産緑地に関して言うと、今の

ままだと減少し続けるので、農家レストランをモデル的に市の農政

担当と連携して行うなど、もう少し積極的に活用を考える必要があ

ります。これは市街化調整区域をどうこうする計画ではないけれど

も、調整区域の地区計画、集落地区計画やクラインガルデン、田園

の共生などそうやったらいいなではなく。ドッグランのレストラン

やカフェレストランを分家住宅の人たちがやっていたり、警察犬の

訓練所があったり、犬の暮らしも結構豊かなところで、結構新しく

建て替わっていたりしますね。桶川市は、最近は工業団地も導入さ

れていますが、依然として住宅都市です。このため、１１４ページ

以降のプログラムや戦略についての記述が不足しています。「柔ら

かい区画整理」は小規模な区画整理手法で、等価交換による税制メ

リットもあります。約５００㎡のまとまった土地があれば、マンシ

ョンの建設が容易になります。現状では位置付けがあっても具体的

な施策が見えません。南小学校跡地の活用については民間の意見が

ありますが、それだけでは不十分で、今後の方針が重要です。民間

活用は都内でよく行われていますが、都市計画の変更、用途地域や

容積率のアップ、地区施設の指定を同時に考慮する必要がありま

す。都市拠点として、立地適正化や都市機能誘導区域を含め、都市

計画を効果的に活用することが重要です。ボトムアップの地区計画

は住民に依存していますが、トップダウンで特別用途地区や用途地

域の変更をもっと積極的に行うべきです。しかし、現在は自治体が
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その手法をあまり活用できておらず、本来の可能性を知らないのか

もしれません。都市全体でその方向性を示すことが求められていま

す。 

あとは、街道沿いの歴史的資源については、保全だけでなく活用

も重要です。深谷などではカフェなどを通じて積極的に活用が進め

られています。文化財指定や景観計画に基づく重要建造物の保全も

大切ですが、単なる保全に留まらず、活用の視点を持たなければ、

資源を守ることは難しいと思います。 

もう一つ、地区計画をもっと推進する必要があります。言葉だけ

でなく、本気で取り組むためには、地元をまとめるためのまちづく

り条例や専門家の派遣などについて実現化方策に示すことが考えら

れます。市民参加が本気であるかどうかも問われますが、１１５ペ

ージは教科書的な内容に留まっており、具体性が不足しています。

それまでの前半のほうは、方針としてはいいです。絵に描いた餅に

ならないように、具体的な行動計画を検討することが重要です。立

地適正化計画は、この内容を基に指定され、どのような意識で作る

かが問われます。現在は立地適正化計画を作成しないと物事が進ま

ない状況ですが、単に書けましたというだけではなく、戦略的な視

点で取り組む必要があります。戦略が欠けていると、現実的な効果

は得られません。富山市のように、都心居住を促進するために具体

的な施策で、１戸当たり１００万円の補助を打ち出すことは一つの

例ですが、そこまでのレベルを期待しているわけではありません。

しかし、そうした意識を持つことが立地適正化計画と関連性を持た

せるためには重要です。あくまで意見としてお伝えします。 

委 員 桶川市は東西に長い地形で、交通の要所である圏央道が通ってい

ることを活かすべきです。この地形を生かして地域づくりのテーマ

をもっと具体的に記載することが求められます。特に、東側の工業

団地の拡大と、西側の物流と製造のバランスを考慮し、桶川市とし

て新しい産業誘致に力を入れる姿勢を示すことが重要です。また、

東西の特性を活かした住み分けができると良いでしょう。 

もう一つ、近年の災害の多発を考えると、桶川市も水害や地震と

いったリスクに対して対策を強化する必要があると思います。埼玉

県の防災計画はデータに基づいた内容が多いですが、桶川市として

も、住民が安心して暮らせるような具体的な施策を都市計画マスタ

ープランに反映させることが大切です。特に水害対策では、いざと

いう時に避難できる場所を市民に分かりやすく伝えることが重要で

す。また、高い施設の誘導策を考慮することで、都市計画において

も防災を意識した設計が可能になると思います。これらの点を踏ま

えて、具体的な施策を盛り込んでいくことが望まれると思います。 

委 員 ここ５年ぐらい大きく変わった点で異常気象が今までとは想定外

のものが起きているということです。最近の異常気象により、予測

できない事態が発生していることが議論されています。桶川は大宮

台地に位置し比較的安定していますが、一部には低地や川沿いの地

域もあり、特に注意が必要です。 

４８ページでは、交通ネットワークの構築や「拠点連携型都市構

造」について触れていますが、公共交通ネットワークは通常のバス

だけでなく、自動運転や新しいモビリティの導入も考慮すべきで

す。近年、生成 AI やデジタル技術が急速に発展しており、これを活

かした新しいコミュニティバスの在り方が、桶川市の交通ネットワ

ークに関わると考えます。現時点で具体的な実現が難しくても、そ
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うした検討を始めるべき時期や方針を明記することが望ましいと感

じています。 

委 員 ２８ページの②公園・緑地のところで、桶川市の市民１人当たり

の公園・緑地面積は２.９５平方メートルということで、全国平均

を大きく下回っています。中心市街地に公園や空き地を活用したコ

ミュニティづくりの場所というものが全然書かれていません。区画

整理事業地内はたくさん公園がありますが、中心市街地に公園や緑

地が不足しています。また、コミュニティ施設も中心市街地にはな

いということも含めて、その辺の適正配置はこの計画の中に全くな

いです。２０年間の目標として入れていただかないと、魅力ある桶

川市にはならないと思います。中心市街地の在り方をもう少し丁寧

に書き直していただきたいと思います。 

委 員 中心市街地における公園やコミュニティ施設の不足は深刻であ

り、寺社がその役割を果たしている例も挙げられます。小田原のよ

うに、お寺の境内が子供たちの遊び場として機能しているケースも

あります。桶川市では公園や広場、コミュニティ施設が特に不足し

ているため、必ずしも公園に限らず、都市的な広場やコミュニティ

施設についての記載があると良いでしょう。このようなスペースが

地域にとっての補完的な役割を果たし、住民の交流や活動の場を提

供することが期待されます。 

事務局 ２８ページの図を見ると、桶川駅の東口には公園が少ないです。

そのため、都市計画マスタープランの中で、南小学校跡地の利活用

の中に、公園の副次的な機能として防災に寄与する広場として使え

るような形で、憩いの場となるような緑地空間を確保したいという

ところは記載しています。とはいえ、それ一つで全部が賄えるかと

いうことでないので、ここに限らず少ない地域においては、記載を

検討したいと考えています。 

会 長 ほかに質問はありますか。ないようですので、続いて、立地適正

化計画について、事務局に説明を求めます。 

事務局 続いて、『立地適正化計画』について説明します。 

「資料３－３」を御覧ください。先ほどの都市計画マスタープラ

ンと同様に、赤枠で囲った部分について「資料３－１」により説明

します。それでは、「資料３－１」の No.１を御覧ください。対応

する計画書のページは、６ページから３８ページです。こちらは国

交省ヒアリングにおける意見で、都市計画マスタープランと同様

に、「都市計画マスタープランと立地適正化計画の現況が共通資料

となっているが、計画によって使用しない項目もあるため、整理し

た方がよいのではないか。」という意見でした。 

これに対し、現況編を整理し、立地適正化計画からは「世帯数の

推移図」、「流出・流入状況図」、「産業別就業構造図」を削除し

ました。また、第７章において使用している、「第六次総合計画に

掲げる人口ビジョン図」、「住民基本台帳による市街化区域及び市

街化調整区域の人口推移図」、「バスの満足度」を追加していま

す。 

続いて、No.２を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、４４ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「立地適正化計画の目標に多様性に関する記載を追加してもらいた

い。」という意見でした。 



 － 19 －

これに対し、立地適正化計画の目標２の説明を、「居住を誘導す

べき市街地において、暮らしを支える生活インフラの整備や事故・

災害に対する備えにより、子どもや高齢者、障害者など様々な人が

多様性を認め合いつつ支え合って暮らせる環境を整え、ユニバーサ

ルデザインによる都市環境が形成されることを目指します。」と改

めました。 

続いて、No.３を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、４６ページです。こちらは都市計画審議会における意見で「テ

ーマが抽象的でわかりにくい」という意見でした。 

これに対し、テーマを「交流と活気のある桶川駅周辺の再生と 

暮らしを支える利便性の高いまちづくり ～持続可能な都市構造の

構築に向けて～」と改めました。こちらは、都市拠点及び地域生活

拠点等、それぞれの役割に応じた拠点形成と共に、公共交通や道路

交通網によるネットワークと連携して発展していくことで、持続可

能な都市構造の構築に向けて「交流と活気のある桶川駅周辺の再生

と暮らしを支える利便性の高いまちづくり」を目指していきたいと

いうことを意図しています。 

続いて、No.４を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、５５ページと８１ページです。こちらは都市計画審議会におけ

る意見で、「歴史資源を活用した魅力のあるまちづくりの施策とし

て、中山道沿道の環境の改善だけでなく、保全に関する記載もあっ

た方がよいのではないか。」という意見でした。 

これに対し、誘導方策③-Ⅱ 「歴史資源を活用した魅力のある

まちづくり」に記載を追加しています。５５ページには、誘導方策

として「中山道宿場町の歴史資源の保全」、８１ページには、誘導

方策をふまえた誘導施策として「魅力を備えたまち並み景観の保

全」、「中山道宿場町の歴史資源を活用した地域の魅力発信、産業

振興による交流活動の推進」を②-Ⅰに追加しています。 

続いて、No.５を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、５６ページです。こちらは庁内検討委員会における意見で、

「総合計画で位置づけている都市拠点及び地域生活拠点は、立地適

正化計画の都市機能誘導区域と範囲が異なるため、混同しないよう

に改めること。」という意見でした。 

これに対し、混同しない表現とするため、計画書５２ページのま

ちづくりの方針以降は、「都市拠点」、「地域生活拠点」を「都市

機能誘導区域」として整理しています。また、５６ページの都市機

能誘導区域の設定方針の解説に、「第六次総合計画で示される桶川

駅周辺の都市拠点や、坂田地区や日出谷地区の地域生活拠点の一部

を含む一帯を、次頁の設定方針に基づき設定します。」を追加しま

した。 

続いて、No.６を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、６１ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「桶川市立地適正化計画２６ページ、本日御覧いただいている計画

書の６１ページの都市機能誘導区域の設定の都市拠点桶川駅周辺地

区の商業地域の南１丁目の区分の中に寺院・墓地の区割と寿１丁目

の南小跡地の区分を図の中に表して明記すること。丁寧な図面を願

います。」という意見でした。 

考え方としては、設定された区域は、「都市機能誘導を図るべき

区域」を明示したものであり、具体的な土地の区域を記載するもの

ではございません。なお、都市機能誘導区域をわかりやすい表示と
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するため、公共施設の位置のみ明示していますので御理解いただけ

ればと存じます。 

続いて、No.７を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、６２ページです。こちらは庁内照会における意見で、「坂田地

区の都市機能誘導区域に施設整備する可能性がある範囲を追加して

ほしい。」という意見でした。 

これに対し、坂田地区の都市機能誘導区域の範囲を資料のとおり

変更しました。 

続いて、No.８を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、６８ページです。こちらは庁内照会における意見で、「保育

園・幼稚園・認定こども園・子育て支援センター・図書館は、拠点

に配置されることが望ましい施設となっているが、日出谷地区では

維持・誘導されていないため、解説をいれたほうがよいのではない

か。」という意見でした。 

これに対し、拠点ごとに役割や配置の考え方を分けて整理しまし

た。日出谷地区の保育園・幼稚園・認定こども園及び子育て支援セ

ンターについては、桶川市公共施設配置基本計画に基づき、分庁舎

跡地に子育て機能を配置することから、拠点配置は望ましくない施

設としています。日出谷地区の図書館については、桶川市図書館サ

ービス基本構想に基づき、地区外の既存施設の維持を行うため、拠

点配置は望ましくない施設としています。 

続いて、No.９を御覧ください。また、対応する計画書のページ

は、７０ページです。こちらは庁内照会における意見で、「スーパ

ーマーケットの１,０００㎡未満と示されているのは、小規模な店

舗も入るのか。どの程度の規模を想定しているのか。」という意見

でした。 

これに対し、小規模な商店等を含まないように、経済産業省の

「商業統計調査業態分類表」で定義されている規模を準用し、食料

品スーパー２５０㎡以上として記載を改めました。 

続いて、No.１０を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、８０ページです。こちらは都市計画審議会における意見で、

「親世代と子世代が近くにすむ理想的な共存環境を築けるようにす

るための記載を追加したほうがよいのではないか。」という意見で

した。 

これに対し、誘導施策①「多様な世代や様々な職種のニーズに応

じた住宅の供給と居住支援」に、「親世代と子世代が近くに住むこ

とを前提とした近居型居住」を追加しました。 

最後に、No.１１を御覧ください。また、対応する計画書のペー

ジは、１０６ページから１０９ページです。こちらは国交省ヒアリ

ングにおける意見で、「目標値の設定は、根拠や考え方を明記した

ほうが見直しの際や住民にも分かりやすいため、検討いただきた

い。」という意見でした。 

これに対し、評価指標の現状値及び目標値について、根拠や算出

方法等を記載しました。ここで、「資料３－３」立地適正化計画の

計画書１０６ページを御覧ください。こちらでは、まちづくりの方

針「都市機能誘導区域の都市機能及び公共交通ネットワークの維持

と充実」に関する評価指標についての、現状値及び目標値設定の根

拠や算出方法等を新たに記載しました。それと同時に、根拠等に基

づき目標値を改めています。 
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まず、電車やバスの利用に関する評価指標について、これまでは

市民意識調査結果における電車及びバスの「日常生活において利用

する移動手段」を用いていましたが、それらを、「民間路線バスの

利用についての満足度」、「市内循環バスの利用についての満足

度」に改めて設定しました。理由としては、電車及びバスの「どれ

だけ利用されていたか」ではなく、満足度にすることで、バスの利

用しやすさ等、利用環境を向上させることを目標値とし、過去５回

の経年結果を踏まえた目標値に改めました。 

続いて、１０７ページを御覧ください。こちらでは、先ほどと同

様に、まちづくりの方針「時代に応じた居住誘導と暮らし続けられ

る生活環境づくり」、「あらたな交流や活気を生み出すまちなかづ

くり」に関する評価指標についての、現状値及び目標値設定の根拠

や算出方法等を新たに記載しました。 

なお、「時代に応じた居住誘導と暮らし続けられる生活環境づく

り」に関する評価指標「①居住誘導区域における人口密度の低下抑

制」について、第六次総合計画に示される目標値を使用していまし

たが、国土交通省ヒアリングにおいて根拠数値を統一したほうが良

いのではないかという指摘を受けたため、国勢調査をもとに推計し

ている「国立社会保障・人口問題研究所」の数値に第六次総合計画

の数値を考慮して算出した数値を使用することとしました。 

続いて、１０８ページを御覧ください。こちらでは、先ほどまで

と同様に、防災指針に関する評価指標についての、現状値及び目標

値設定の根拠や算出方法等を新たに記載しました。 

続いて、１０９ページを御覧ください。こちらでは、効果指標を

「桶川市の住みやすいと思う市民の割合」としていましたが、都市

計画マスタープランのテーマとの関連性も考慮し、「桶川市に住み

続けたいと思う市民の割合」に変更し、算出根拠を記載しました。

また、目標値を現状値以上としていたところですが、過去の市民意

識調査の傾向を考慮し、改めて設定しています。 

以上で、立地適正化計画についての説明を終わります。  

会 長 ただいまの説明に関して、御意見・御質問などがある方は挙手を

お願いします。 

委 員 具体的に都市機能の誘導を図るべき区域というのは、どういう意

味ですか。例えば形だけですか、それとも用途地域の変更も検討し

て民間活力の導入を考えられる区域だと考えてよろしいでしょう

か。 

事務局 本市では、都市機能誘導区域として３つの地区を設定する予定で

す。具体的には、桶川駅周辺地区、坂田地区、日出谷地区が対象で

す。これらは、第六次総合計画で設定された都市拠点や地域生活拠

点の周辺です。６１ページでは、桶川駅周辺の都市機能誘導区域を

赤枠で示しています。６８ページと６９ページでは、誘導すべき施

設の候補を分類し、商業機能についても、コンビニエンスストアは

地域に分散させ、スーパーマーケットは拠点に集中させることで利

便性を向上させる考え方を示しています。６９ページの表では、各

地区の立地状況を整理し、既存施設の維持をする施設、新たに誘導

すべき施設を分類して黒丸で示しています。桶川駅周辺地区では、

医療機能などの誘導が必要とされており、これに基づいて今後、用

途地域の見直しを検討することになります。現時点では、既存の都

市計画決定に基づいて進める方針です。 
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委 員 用途地域が民間事業者の導入に影響を及ぼすことは確かです。民

間の活力を受け入れるのであれば、用途地域の見直しや条件設定を

慎重に検討する必要があると思います。 

委 員 私も同感で、計画によっては容積率を１００%上げることも考え

て良いのではと思います。今のままでは病院は来ないのではないか

と思います。民間も協力して、内容によっては用途変更もかまわな

いのではないですか。そのような考え方で立地適正化計画も進めて

いった方が良いと思います。 

委 員 ６８ページに拠点配置は望ましくないなど否定的な文言がありま

すが、修正した方が良いと思います。 

会 長 御意見とします。ほかにいかがですか。 

委 員 １０６ページの指標で、民間路線バスの満足度が８３.６ %とあ

り、現状値から１５%ほど上がっています。一方、市内循環バスに

ついては、たった３%ほどしか上がっていません。この違いは何で

すか。 

事務局 目標値は、過去１０年間の市民意識調査の結果の近似値を取った

直線から設定しています。 

委 員 市内循環バスは市の事業であるのにもかかわらず、目標値が低す

ぎます。この数値設定は何かやる気のなさが出ている気がしてしま

います。 

事務局 地域公共交通計画などの計画で用いられている目標値を持ってく

るのが一番分かりやすいものかと思いますが、桶川市はその計画が

ないです。そのため、目標値として考えられるものをピックアップ

した中で、下方に行くような目標値ではなく上方に行くような目標

値としてこのような形ではどうかといったところで考えた目標値で

す。市内循環バスの目標値が低いことに関しては、対応を検討しま

す。 

委 員 地域公共交通会議とのきちんとした連携と、目標値のあり方はも

う少し見直していただきたいと思います。 

委 員 ５３ページに公共交通ネットワークの維持と充実とありますが、

今回の計画ではバスしか触れていないです。例えば、宇都宮市では

LRT が成功しています。乗客が増えて、周りの地価が上がり、マン

ションが増えています。宇都宮市の LRT が成功したのは、デザイン

です。LRT に乗るライフスタイルがかっこいいからであり、若い人

はおしゃれだから、かわいいからと言って支持されています。便利

だから、移動できれば良いという発想とは違うのです。このような

ことまで提案することが大切で、実験的にまず１両つくって、サン

フランシスコの路面電車デザインにオケちゃんを乗せてという様な

ものを、１両７,０００～８,０００万円ぐらい使ってもいいから、

それを補助金と市の単独費と民間を併せて２台ぐらい造って走らせ

ると、それに乗りたいとなると思います。何かそのようなことをや

りながら公共交通ネットワークの維持と充実として、具体的な行動

計画をここに示すのが重要なのではないかと感じています。 

委 員 ６１ページの桶川駅周辺地区について、駅を中心に８００メート

ルの範囲は広すぎます。なぜかというと、大体やりやすい周縁部の

地価の安い区域に病院などの都市機能がつくられてしまい、不便で

車利用になってしまいます。例えば、仮に病院が国道１７号沿いの

南の端のほうにできたとすると、それで終わってしまい、波及効果

がないのです。だから、都市機能誘導区域の中に、駅を中心とした
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狭い範囲に都市機能を優先して誘導するエリアを設定すべきではな

いでしょうか。もともと立地適正化計画とは、市庁舎や図書館や病

院を外側に出した２０世紀の失敗の反省なのです。だから、都市拠

点というような都市計画マスタープランのエリアを重ねて、そこを

優先すべきというようなことが必要です。やりやすいところをやら

れるのが都市ですから、それが危惧されます。 

もう一つ、居住誘導区域の市域西側の一部で浸水しているエリア

があります。既に宅地とされている部分のため、居住誘導区域とし

ても良いですが、積極的に誘導するエリアと誤解されては困りま

す。誘導とは、そこに空き地が出たらどうにかして誘導するという

意味です。居住誘導区域には入れるけれども、あまり積極的にそこ

に人口を増やしたくないという意味の区別をつけたり、エリア分け

をして市が補助金を出したりと対策を講じるべきだと思います。区

別の凡例は自由に言葉を使って良いはずですから、ここは分けて考

えないと変な方向に発展するのではないかと危惧しています。 

委 員 パブリック・コメントまでに修正が間に合わないのではないです

か。 

会 長 桶川市の将来を考えると、今のタイミングは重要で、僕は半年や

１年延びてもいいと思っているのです。これは今やらないと少しま

ずいのではないかと思ったものですから。だから、議員さんもいら

っしゃるので、仮にそうなっても理解していただいて。そうでなく

てもいいですよ。もちろんこのスケジュールでうまくいければそれ

でも全然構わないです。ただ、きちんとそのあたりを考えたほうが

良いのではないかと思います。 

委 員 １２月にパブリック・コメントという話でしたから、私も少し心

配しています。ただ、今の意見をまとめるだけでも少し時間がない

かなというので、スケジュールを延ばすということも考えていただ

きたいというのが一つ。 

それから、８０ページに親世代と子世代が近くに住むことを前提

とした近居型居住というのがありますが、具体的にどのような方法

で事業をすすめていくのでしょうか。言葉だけではなく、何か方策

があるのか、そのあたりの前提がよく分からないです。 

それと、中山道宿場町の歴史資源の保全というところで、魅力を

備えたまち並み景観の保全とありますが、３０年前から景観条例を

つくるように私も言い続けています。マンションが今もどんどん建

っていますから、景観条例などをつくって景観を守っていくことが

必要です。要するに協力しようにも協力するような市の姿勢が見え

ないです。具体的に、どのような生活でどのような景観があってと

いうようなものが見えないので、もう少し書き込みもしていただき

たいという思いがあります。 

委 員 都市計画マスタープランのほうでいいですよね。戸田市は埼玉県

で第一号です。都市計画マスタープランの最後の実現化方策で、先

ほどのまちづくり条例以上に景観計画、景観条例で宿場町の歴史的

な資源の活用を行うことは重要です。川越のまちづくりを見てあそ

こまで観光客が増えたのはまさに景観行政です。ただ、課題はマン

ションで、川越はデザインの質がよくないのです。ですから早く景

観で誘導すればよかったと思っています。これからどんどんマンシ

ョンが出てきますから、そのあたりが課題となります。 
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事務局 ここまで何点かお話があったところで少し遡っての回答になって

しまう部分もありますが、本市がなぜ桶川駅周辺地区の都市機能誘

導区域を８００メートルの範囲としたのかについて、話をさせてい

ただきます。まず、中山道の南北にある２つの商店街と、駅前の一

番街や稲荷通り沿いの商店街をエリアに含め、にぎわいと活気のあ

る拠点づくりをしたいと考えています。商店街の低未利用地を活用

していきたいということで、商店街が入るような区域取りをしてい

ます。また、立地適正化計画の１４ページの土地利用状況図を見て

いただきますと、駅周辺や先ほどの商店街の周りにはまとまった空

地が見受けられ、このような低未利用地や既存ストックを活用して

いきたいということで範囲を設定しています。中には、８００メー

トルとなると少し遠いので、お年寄りなどが歩いていくにはきつい

のではないかということも考えられることから、こちらは立地適正

化計画の３５ページを見ていただきますと、バスのカバー率の図に

なっています。駅周辺につきましては、バス停が密に点在している

ような状況がありますので、こちらの今回設定した８００メートル

の中でもバスで移動ができるような形になっています。 

次に、施設の立地が可能と思われる用途地域を含めて設定してい

ます。国道１７号から北側は県道川越栗橋線までを含めたところで

すが、こちらは用途地域が準住居地域や近隣商業地域となってお

り、ある程度まとまった施設が立地することが可能と考えたところ

です。 

最後に、駅前の区域を限定して用途地域を変えたり、道路整備や

再開発をしたりということも考えられなくはないですが、本市の駅

東口の経緯を考えますと、長らく再開発が望まれた区域として地域

の皆様の御協力のもと、検討が進められてきた区域です。その中で

も、合意形成が図れなかったということで、まずは駅前広場、駅東

口通り線の整備を先行して始めましょうということで、今の駅東口

の整備が始まっています。そのような歴史がある土地ということも

鑑みて、南小学校跡地の利活用調査を発端に、どのような形で利活

用できるかというところも県と調整をした中で、やはり道路が脆弱

なため、現状では面的な用途地域の変更は難しいという御意見をい

ただきました。これまで再開発について地域の方に御協力をいただ

きながら進めてきたという経緯を踏まえると、早々にここで何かを

やっていきますということを打ち出すのが果たして良いのかという

ところは、疑問点を感じているところです。 

もう一つの居住誘導区域で一部ハザードエリアとなっているとこ

ろは、本市の場合、宅地を誘導する区域として区画整理事業を進め

てきた区域です。区画整理事業地内として人口誘導をしようと思っ

ている区域にハザードエリアが広がっているような現状となってい

ますが、ここについて、一方では人口を増やしたい、でもハザード

エリアだから人口は誘導したくないというような、少し矛盾的なも

のが発生しています。ですから、本市の立地適正化計画の方策の中

には、ハザードマップの色がついてしまう元凶となっている荒川の

堤防の築堤事業や調節池の整備などを進めています。取組スケジュ

ールが１０３ページにありますが、まずはハード対策でこのハザー

ドエリアの色がついている部分の面積を少なくしたいといった考え

方を示しているところです。また、ハード対策と併せて、止水板の

補助事業や避難誘導、避難所が近くにあるということについて住民
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の皆さんに知っていただくなどソフト対策も行うことで被害が低減

できるのではないかと考えています。 

委 員 ありがとうございます。僕は否定しているのではなく、基本的に

同じ考え方なのです。ただ、今のままだとそれは理解できないか

ら、やはり位置づけやエリア取りをもう少し検討してほしいです。

居住誘導区域を外してほしいなんて、一言も言っていないです。例

えば、居住誘導区域の中できちんと位置づけをして、そこはハザー

ドエリアとして別に対応しますというような扱いをすればどうでし

ょうか。今のままでは少し分かりにくいです。最初の都市機能誘導

区域の部分も一緒です。都市拠点の外側にはみ出るところが優先さ

れてしまうということを私が今申し上げたのであって、狙いは全く

一緒なのです。狙いは全く一緒なのに、今回の都市機能誘導区域が

広い範囲の外側の縁辺部が狙われてしまうということを指摘したの

です。ですから、やろうとしているのは一緒なのに、実際の都市づ

くりが違うという危機感はあるから、むしろそのような位置づけを

する。だから、都市機能誘導区域を変更してほしいとは言っていな

いです。 

もう一つ、優先順位をつけてそこを重点エリアなり、あるいは都

市拠点というマスタープランの円などを入れるだけでもいいのです

が、そこが少し違う扱いということを入れてはどうでしょうかと言

っています。僕は、大きい変更を提案しているわけではないです。 

先ほどのバスの話は、それは理屈が立たないです。歩けないから

バスが補完しますというのは、少し説明としてはおかしいので、そ

れはやめてほしいです。僕は BRT などの専用路や自動運転、EV バス

などを含め、桶川市の公共交通の何か自慢になるような乗り物がイ

メージできますけれども、そういうもので少し遠いところも補完す

るというのであればいいのですが、今のままだと何の担保もない中

で漠然と言っているので、理屈づけるのはよくないと思います。 

会 長 ほかにないようですので、次第４『意見聴取』を終わります。こ

れで、本日の案件は全て終了しました。これをもちまして、議長の

職を解かせていただきます。 

なお、傍聴者の方につきましては、事務局の指示に従って、御退

席くださるようお願いします。 

司 会 作山会長、どうもありがとうございました。 

５ その他 

司 会 最後に、次第５『その他』です。連絡事項が２点ございます。 

１点目としては、先ほど次第４『意見聴取』で説明した第二次桶

川市都市計画マスタープラン及び桶川市立地適正化計画の策定に対

して、他に御意見や御質問がある場合には、１１月２５日（月）ま

でに「意見書」を都市計画課まで御提出ください。 

２点目としては、次回の審議会の予定について連絡します。次回

は、令和７年２月１０日（月）の９時３０分から開催したいと考え

ています。次回の審議会では、７月の初旬に情報提供をさせていた

だいた生産緑地地区の買取申出に関する廃止手続き及び第二次桶川

市都市計画マスタープラン及び桶川市立地適正化計画の策定につい

て御審議いただく予定です。 

６ 閉会 

司 会 長時間にわたり、慎重な御審議をいただきまして、ありがとうご

ざいました。これで本日の都市計画審議会を閉会とします。 
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意見聴取第１号 

第二次桶川市都市計画マスタープラン及び桶川市立地適正化計画の策定について 

 

意 見 の 内 容 
 

＜凡例＞都市マス…都市計画マスタープラン 

    立 適…立地適正化計画 

No 分類 
資料 3-2 

掲載ページ 
意見等の内容 

1 
都市

マス 
全般 

「まちなかウォーカブル推進事業」や「エコロジカルネットワーク」

といった、一般的にわかりにくい用語については解説を入れたほうが

よいのではないか。 

2 
都市 

マス 

21 

22 

医療費や介護費のグラフがあるが、ここに桶川市が関わるのは国民健

康保険と後期高齢者である。市民全体では恐らく２割か３割にしかあ

たらないが、どのような意図で記載しているのか。 

3 
都市 

マス 
25 

ハザードエリアの状況として洪水ハザードマップのみ掲載している

が、液状化などの情報は載せないのか。 

4 
都市 

マス 
27 

西側大通り線・日出谷中央通り線の整備状況が◎になっている。完成

という意味であろうと思うが、道路形態は完成かもしれないが、植樹

帯に植樹されて完了と言うのではないでしょうか。この他にもこのよ

うな道路があるのではないか問います。 

5 
都市 

マス 
60 

自動運転や次世代モビリティ等の要素を追加したほうがよいのではな

いか。 

6 
都市 

マス 
64 

生産緑地地区の記載について、具体的な例として農家レストラン等の

要素を追加したほうがよいのではないか。 

7 
都市 

マス 

78 

98 

産業立地について、圏央道の ICを生かしつつ、新しい産業導入の可能

性を含めて、例えば西側、西部田園地域の中では、物流、製造に加え

て、地域の農産物を生かした六次産業化、ITを導入した複合型、起業

型の産業導入の可能性を探るなどを入れてはいかがですか。また、東

側、東部田園地域の中では、物流だけでなく、従来から立地している

企業とサプライチェーンや新製品開発の促進なども踏まえた産業の誘

致や起業家育成等の可能性を探るなどを入れてはいかがですか。 

8 
都市 

マス 
83 

防災の観点について、水害の危険性の高いエリアの近傍では、ある程

度の高さに避難できる構造の建築物等の立地誘導を図る（この部分は

立地適正化の方に入れた方が良いかもしれませんが）といった工夫も

可能性として入れてはいかがでしょうか。また、旧耐震の建物の耐震

改修だけでなく、地盤改良についての促進策、更に単体だけでなく、

地域の中での避難や救助のためのルートを確保するために隣接で耐震

改修をしたり、共同で建て替えをする等の取り組みへの支援などの防

災力の向上を入れてはいかがでしょうか。 

9 
都市 

マス 

91 

102 

駅東口周辺をはじめとした既成市街地に公園をはじめとした、コミュ

ニティができるような空間を作れるように記載したほうがよいのでは

ないか。 
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No 分類 
資料 3-2 

掲載ページ 
意見等の内容 

10 
都市 

マス 

91 

102 

市民一人当たりの公園・緑地の面積が、県や全国を下回っている状況

であり、特に区画整理事業を行っていない市街地に公園・緑がない状

況であるため、公園整備を推進する記載をしたほうがよいのではない

か。 

11 
都市 

マス 
99 

南小学校跡地に民間活力の導入と記載されているが、用途地域の見直

しも検討することで、民間活力の導入が行いやすくなるのと考えてい

る。そのため、用途地域の見直しに関する記載を追加したほうがよい

のではないか。 

12 
都市 

マス 
99 

第二次桶川市都市マス（素案）の P99の①駅東口周辺のにぎわいと活

気のある都市拠点の充実の 3段目赤枠で南小学校跡地及び周辺市有地

については～市民ニーズに適切に対する為に「民間活力の導入を検討

し」と記してあります。都市拠点になるであろう南小跡地と周辺敷地

に民間活力を導入するには今現在の用途地域より導入しやすい用途地

域にするべきでは？丁寧な説明を願います。 

13 
都市 

マス 
99 柔らかい区画整理などの手法を追加したほうがよいのではないか。 

14 
都市 

マス 
103 景観条例の記載を追加したほうがよいのではないか。 

15 
都市 

マス 
114 

計画の推進に向けた取り組み方法として、まちづくり条例、専門家の

派遣、柔らかい区画整理、生産緑地で農家レストランなど、将来の暮

らし方のイメージに向けた具体的な戦略を記載すべきではないか。 
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No 分類 
資料 3-3 

掲載ページ 
意見等の内容 

16 立適 61 

都市機能誘導区域の桶川駅周辺地区について、駅を中心に 800ｍの範

囲は広すぎる。都市機能を誘導する際に、周縁部の地価の安い区域に

立地してしまう懸念がある。例えば都市機能誘導区域の中に、駅を中

心とした狭い範囲に都市機能を優先して誘導するエリアを設定すべき

ではないか。 

17 立適 68 

会議でも言いましたが、後ろ向きの文言は避けた方が良いと思います

ので、特に p.68-69の「望ましくない」は、「ある程度の範囲での地域

での分散配置が望ましい」などの方が、表内での整合性もとれるかと

思います。 

18 立適 76 

居住誘導区域の一部に浸水想定区域がある。既に宅地とされている部

分のため、居住誘導区域としてもよいが、その部分についてエリア分

けをし、市が補助金を出すなどの対策を講じるべきでないのか。 

19 立適 78～81 

柔らかい区画整理や用途地域の見直し、自動運転や次世代モビリテ

ィ、景観条例の記載について記載を追加したほうがよいのではない

か。 

20 立適 80 
「時代に応じた定住・移住環境の整備」に「近居型住居」の記載があ

るが、具体的にどのような方法で事業をすすめていくのか。 

21 立適 106 

市内循環バスの目標値が現状値から 3.3％しか上昇していない。ま

た、民間路線バスの利用満足度の目標値が 83.6％に対して、市内循環

バスの利用満足度の目標値が 66.9％以上と低く、市の事業であるのに

もかかわらず、目標値が低すぎるのではないか。 

22 立適 106 

話題になったバスなどの公共交通については、今までの調査のトレン

ドで割り出すのは、市民からみると積極的な施策ではなく見えてしま

います。一方で、いきなり LRTみたいなものを桶川市単独で考えると

いうのも乱暴すぎますから、IT技術を使ってバスの利用率によって細

やかにダイヤの適正を図ったり、オンデマンドや自動運転ルートを入

れるなどの施策の導入を図り、満足度を民間、循環バス合わせて 2割

程度向上させるといった打ち出し方はいかがですか。 

 


